
山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
七
号
　
　
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

山
梨
県
公
報

第
四
百
五
十
七
号

令
和
六
年

三
月
二
十
一
日

木　曜　日

一
〇
一

目

次

告

示

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定	

一
〇
一

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生	

一
〇
一

○
道
路
の
供
用
開
始	

一
〇
一

○
道
路
の
区
域
変
更
（
四
件
）	

一
〇
二

○
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
の
廃
止
の
届
出	

一
〇
三

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見
（
二
件
）	

一
〇
三

○
収
去
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要	

一
〇
四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

一
〇
六

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
〇
六

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
七
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地　

株
式
会
社
N
T
T
デ
ー
タ　

東
京
都
江
東
区

豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

二　

指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
日　

令
和
六
年
三
月
八
日

三　

指
定
納
付
受
託
者
に
納
入
さ
せ
る
歳
入　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
経
由
す
る
旅
券
発
給
申
請
に
係
る

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
納
付
す
る
一
般
旅
券
発
給
手
数
料

四　

指
定
納
付
受
託
者
が
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
の
種
類

1　

次
に
掲
げ
る
国
際
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

㈠　

V
ISA

㈡　

M
astercard

㈢　

JCB

㈣　

A
m
erican Express

㈤　

D
iners Club

2　

国
際
ブ
ラ
ン
ド
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド

五　

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
期
間　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
山
梨
県
告
示
第
七
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種
類

患
畜
又
は
疑
似

患
畜
の
区
分

発
生

頭
数

発　

生　

場　

所

発　

生　

年　

月　

日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患
畜

一

北
杜
市

令
和
六
年
三
月
十
二
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
一
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

百
三
十
九
号

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
和
田
一
八
六

二
番
地
先
か
ら

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
大
沢
二
一
九

四
番
一
〇
地
先
ま
で

　

五
〇
〇
・
〇

令
和
六
年
三

月
二
十
五
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
七
号
　
　
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

一
〇
二

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目
四
六
〇
番
一
地
先
か
ら

甲
府
市
徳
行
四
丁
目
一
五
〇
三
番
三
地
先
ま
で

旧

六
・
五
～

　
　
　

一
四
・
八
一
七
三
六
・
六

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目
四
三
二
番
一
地
先
か
ら

甲
府
市
徳
行
三
丁
目
一
二
八
五
番
四
地
先
ま
で

旧

二
二
・
〇
～

　
　

三
八
二
・
〇

一
五
九
七
・
八

新

二
二
・
〇
～

　
　

一
〇
八
・
三
一
五
九
七
・
八

四　

区
域
変
更
の
期
日　

令
和
六
年
四
月
一
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

甲
府
南
ア
ル
プ
ス
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目
四
五
四
番
一
地
先
か
ら

甲
府
市
徳
行
四
丁
目
一
五
三
三
番
一
地
先
ま
で

旧

五
・
六
～

　
　
　
　

九
・
二
一
九
一
〇
・
八

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目
四
四
三
番
一
地
先
か
ら

甲
府
市
徳
行
三
丁
目
一
二
八
五
番
四
地
先
ま
で

旧

二
二
・
〇
～

　
　

一
〇
八
・
三
一
六
六
四
・
〇

新

二
二
・
〇
～

　
　

一
〇
八
・
三
一
六
六
四
・
〇

山
梨
県
告
示
第
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

中
央
市
上
三
條
字
小
河
原
三
九
四
番
三
地
先
か
ら

中
央
市
上
三
條
字
三
宮
司
六
四
七
番
一
地
先
ま
で
旧

五
六
・
四
～

　
　
　

八
〇
・
〇
　
　

七
四
・
三

新

五
二
・
五
～

　
　
　

六
五
・
八
　
　

七
四
・
三

山
梨
県
告
示
第
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

甲
府
南
ア
ル
プ
ス
線

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

百
三
十
九
号

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
和
田
一
八
六

二
番
地
先
か
ら

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
大
沢
二
一
九

四
番
一
〇
地
先
ま
で

　

五
〇
〇
・
〇

令
和
六
年
三

月
二
十
五
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
七
号
　
　
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

一
〇
三

公　
　
　

告

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
甲
斐
市

か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

コ
メ
リ
P
R
O
甲
府
昭
和
イ
ン
タ
ー
店　

山
梨
県
甲
斐

市
万
才
字
正
明
八
百
二
十
四

－

二
番
外

二　

届
出
の
内
容　

新
設

三　

届
出
の
公
告
日　

令
和
五
年
十
一
月
二
日

四　

意
見
の
概
要

1　

交
通
安
全
対
策
の
実
施

2　

騒
音
対
策
の
実
施
及
び
廃
棄
物
等
の
処
理

3　

景
観
保
全
の
実
施

五　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

六　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
笛
吹
市

か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

売
り
さ
ば
き
場
所

　

住　
　
　
　

所

　

氏　
　

名

　

廃　

止　

年　

月　

日

甲
府
市
飯
田
二
丁
目

二
番
三
号　

山
梨
県

立
国
際
交
流
セ
ン
タ

ー
内

甲
府
市
飯
田
二
丁
目

二
番
一
号　

山
梨
県

中
小
企
業
会
館
四
階

山
梨
県
中
小
企

業
団
体
中
央
会

会
長　

栗
山　

直
樹

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日

四　

区
域
変
更
の
期
日　

令
和
六
年
四
月
一
日

山
梨
県
告
示
第
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路
線
名　

百
四
十
号

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
桜
井
町
字
道
々
芽
木
六
五
五
番
一
地
先
か

ら甲
府
市
桜
井
町
字
久
保
田
六
四
九
番
七
地
先
ま
で

旧

三
二
・
〇
～

　
　
　

九
七
・
八
　
　

九
九
・
〇

新

三
二
・
〇
～

　
　
　

九
二
・
八
　
　

九
九
・
〇

山
梨
県
告
示
第
七
十
八
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
し
た
山
梨
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目
四
五
四
番
一
地
先
か
ら

甲
府
市
徳
行
四
丁
目
一
五
三
三
番
一
地
先
ま
で

旧

五
・
六
～

　
　
　
　

九
・
二
一
九
一
〇
・
八

甲
府
市
上
石
田
一
丁
目
四
四
三
番
一
地
先
か
ら

甲
府
市
徳
行
三
丁
目
一
二
八
五
番
四
地
先
ま
で

旧

二
二
・
〇
～

　
　

一
〇
八
・
三
一
六
六
四
・
〇

新

二
二
・
〇
～

　
　

一
〇
八
・
三
一
六
六
四
・
〇

売
り
さ
ば
き
場
所

　

住　
　
　
　

所

　

氏　
　

名

　

廃　

止　

年　

月　

日

甲
府
市
飯
田
二
丁
目

二
番
三
号　

山
梨
県

立
国
際
交
流
セ
ン
タ

ー
内

甲
府
市
飯
田
二
丁
目

二
番
一
号　

山
梨
県

中
小
企
業
会
館
四
階

山
梨
県
中
小
企

業
団
体
中
央
会

会
長　

栗
山　

直
樹

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
七
号
　
　
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

一
〇
四

一　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

コ
メ
リ
ハ
ー
ド
＆
グ
リ
ー
ン
石
和
店　

山
梨
県
笛
吹
市

石
和
町
東
油
川
字
北
畑
二
十
五
番
外

二　

届
出
の
内
容　

新
設

三　

届
出
の
公
告
日　

令
和
五
年
十
月
三
十
日

四　

意
見
の
概
要

1　

廃
棄
物
の
適
切
な
管
理
及
び
処
理
の
実
施

2　

騒
音
対
策
の
実
施

3　

防
災
・
防
犯
対
策
へ
の
協
力

五　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

六　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日
ま
で

◉　

収
去
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第

五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
一
月
に
検
査
し
た
収
去
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
七
号
　
　
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

一
〇
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
五
十
七
号
　
　
令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

一
〇
六

◉　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

南
巨
摩
郡
身
延
町
下
山
字
川
除
下
九
千
五
百
二

十
三
番
一
の
一
部
、
九
千
六
百
五
十
五
番
、
九
千
六
百
六
十
七
番
の
一
部
、
九
千
六
百
八
十
八
番
三

の
一
部
、
九
千
六
百
八
十
八
番
五
の
一
部
、
一
万
三
十
五
番
五
の
一
部
、
一
万
百
三
十
三
番
二
十
二

及
び
一
万
千
三
十
五
番
の
区
域

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町
切
石
三
五
〇
番　

身
延
町

長　

望
月
幹
也公

安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

山
梨
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

堀　
　

内　
　

拓　
　

三

山
梨
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
公
安
委
員
会
審
査
請
求
手
続
規
則
（
令
和
三
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
二
十
九
条
」
を
削
る
。

第
二
十
八
条
を
削
り
、
第
二
十
九
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


